
期末手当支給に関する規則及び勤勉手当支給に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 
 
  令和６年５月３１日 
 

                        柴田町長  滝 口   茂   
 
柴田町規則第９号 
 

   期末手当支給に関する規則及び勤勉手当支給に関する規則の一部を改正する規則 
 
第１条 期末手当支給に関する規則（昭和４１年柴田町規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

改  正  後 改  正  前 

 

（期末手当の支給を受ける職員） 

第１条 柴田町職員の給与に関する条例（昭和

３１年柴田町条例第５号。以下「給与条例」

という。）第１８条第１項前段の規定により期

末手当の支給を受ける職員は、同項に規定す

るそれぞれの基準日に在職する職員（給与条

例第１８条の２各号のいずれかに該当する者

を除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員

とする。 

（１）～（３） （略） 

（４） 給与条例第２１条の規定の適用を受

ける会計年度任用職員 

（５）～（７） （略） 

２ （略） 

 

（期末手当の支給を受ける職員） 

第１条 柴田町職員の給与に関する条例（昭和

３１年柴田町条例第５号。以下「給与条例」

という。）第１８条第１項前段の規定により期

末手当の支給を受ける職員は、同項に規定す

るそれぞれの基準日に在職する職員（給与条

例第１８条の２各号のいずれかに該当する者

を除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員

とする。 

（１）～（３） （略） 

（４） 法第２２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員 

（５）～（７） （略） 

２ （略） 
 

 

第２条 勤勉手当支給に関する規則（昭和４１年柴田町規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

改  正  後 改  正  前 

 

（勤勉手当の支給を受ける職員） 

第１条 柴田町職員の給与に関する条例（昭和

３１年柴田町条例第５号。以下「給与条例」

 

（勤勉手当の支給を受ける職員） 

第１条 柴田町職員の給与に関する条例（昭和

３１年柴田町条例第５号。以下「給与条例」



という。）第１９条第１項前段の規定により、

勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定

するそれぞれの基準日に在職する職員（給与

条例第１９条第５項において準用する給与条

例第１８条の２各号のいずれかに該当する者

を除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員

とする。 

（１）～（２） （略） 

（３） 給与条例第２１条の規定の適用を受

ける会計年度任用職員 

（４） （略） 

（５） 地方公務員の育児休業等に関する法

律（平成３年法律第１１０号。以下「育児

休業法」という。）第２条の規定により育児

休業をしている職員のうち、職員の育児休

業等に関する条例（平成４年柴田町条例第

３号）第７条第２項に規定する職員以外の

職員 

 

（６） （略） 

２ （略） 

 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第５条 （略） 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる

期間を除算する。 

（１） 第１条第１項第２号から第４号まで

に掲げる職員（同項第３号に掲げる職員に

ついては、地方公務員法第２２条の２第１

項第２号に掲げる職員を除く。）として在職

した期間 

（２）～（１０） （略） 

３ （略） 

という。）第１９条第１項前段の規定により、

勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定

するそれぞれの基準日に在職する職員（給与

条例第１９条第５項において準用する給与条

例第１８条の２各号のいずれかに該当する者

を除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員

とする。 

（１）～（２） （略） 

（３） 法第２２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員 

（４） （略） 

（５） 地方公務員の育児休業等に関する法

律（平成３年法律第１１０号。以下「育児

休業法」という。）第２条の規定により育児

休業をしている職員のうち、職員の育児休

業等に関する条例（平成４年柴田町条例第

３号。以下「育児休業条例」という。）第７

条第２項に規定する職員以外の職員 

（６） （略） 

２ （略） 

 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第５条 （略） 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる

期間を除算する。 

（１） 第１条第１項第２号から第４号まで

に掲げる職員（同項第３号に掲げる職員に

ついては、法第２２条の２第１項第２号に

掲げる職員を除く。）として在職した期間 

（２）～（１０） （略） 

３ （略） 

 

  附 則 
この規則は、令和６年６月１日から施行する。 

 
関する規則の規定は、令和６年４月１日から適用する。 


